
おおきく躍動　みんなで創る
　　　　　　　　　　　まちづくり

基本
目標

４

全員参加で創るまち   なると4－1

⑴ 市民参画・市民協働
⑵ コミュニティ
⑶ ボランティア・NPO
⑷ 情報の共有化
⑸ 行財政運営
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⑴市民参画・市民協働
　01　市民参画・市民協働の推進

～だれもがまちづくりに参画できるまち～

　現況と課題
１　地方分権社会では、地域が自主性、自立性を高め、個性を活かしたまちづくりを、地域

が主体的に進めていくことが必要であり、本市でも、これまで市民の市政への参画を促進
するための取り組みを進めてきました。

２　本市では、市民が主役のまちづくりを実現するため、平成 23 年 (2011 年 )3 月に自治
体運営の最も基本的な理念や仕組みを定めた「鳴門市自治基本条例」を制定しました。

　　自治基本条例では、「参画」「協働」「情報共有」を、市民等が主役のまちづくりを進め
るための基本原則として定めており、まちづくりの主体となる市民等、議会及び行政が適
切な役割分担のもと、補い合い協力して課題の解決に向けて取り組む必要があります。

３　市民参画と協働によるまちづくりを推進するためには、市民と行政の信頼関係の構築が
重要です。市職員の意識改革を図りながら、市民が積極的にまちづくりに参画でき、その
意見を施策や事業に活かす仕組みづくりや体制の整備が必要です。

 
４　広く市民の意見を聴き、施策の実施などに活かしていくため、市民相談や市長への手　

紙などに加え、市長が地域等に出向き、市民と意見交換を行う「まちづくり出前市長室」
や「飛び込み型出前市長室」、市内で活動されているボランティアグループや NPO 法人＊

などと市長が意見交換し、元気なまちにするための提言をいただく「鳴門元気 up トーク」
の開催などの取り組みを進めています。

　　また、広く行政計画の策定段階において市民の意見を募るパブリックコメント＊制度な
どを実施していますが、さらに多種多様な方法で、より幅広い分野・年齢層の市民の意見
を把握し、市政に活かしていくための機会を設ける必要があります。

５　今後は、一人ひとりがまちづくりの主体であることを自覚し、互いに尊重し、補完しあ
いながら、地域の課題解決に向けて、協働によるまちづくりを推進することが重要です。

　基 本 方 針

　市民との協働のあり方や行政として市民との協働にどのように取り組んでいくのか
を示した指針に基づき、市民等が主役のまちづくりを実現するため、市職員の意識改
革を図り、市政への市民参画の機会を拡大し、協働を進めるための環境整備を促進し
ます。
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　施策体系図

　主要な施策の内容
1　市民参画と協働の意識醸成と体制づくり
⑴市職員の意識改革と推進体制づくり
　市民参画と協働によるまちづくりを推進するため、市職員の意識改革を図り、市民がま
ちづくりに参画しやすい体制の整備や仕組みづくりを推進します。
⑵市民の意識醸成
　市政への市民参画と協働によるまちづくりを推進するため、市民に対する自治基本条例
の啓発に努め、参画と協働の意識の醸成を図り、主体的にまちづくりに取り組む人づくり
を進めます。

2　市政への市民参画の推進
⑴広聴活動の充実

①市民の意見や要望を把握するとともに、市政の現状や考え方を伝え、行政と市民が相
互理解を深め一体となって市民本位の市政を推進するために、市長が地域等に出向き、
地域の課題や広く市政全般について市民と意見交換を行う「まちづくり出前市長室」、

「飛び込み型出前市長室」を開催します。
②さまざまな機会を通じて広く市民などの意見を聴くため、「鳴門元気 up トーク」の

開催など、あらゆる分野・年齢層の市民を対象にした広聴活動の充実に努めます。
⑵市政への市民参画の機会確保

①市政に関する基本的な政策などの策定にあたっては、広く行政計画の策定段階におい
て市民の意見を募るパブリックコメント制度を活用し、市政への市民参画を推進しま
す。

②市民の声を広く市政に反映させるため、各種委員会や審議会に公募市民の委員を積極
的に募るとともに、会議の目的に応じた運営方法に配慮しながら、公聴会や説明会な
どさまざまな手段を活用して、市民参画の機会確保に努めます。

3　協働によるまちづくりの推進
　市民との協働のあり方や行政として市民との協働にどのように取り組んでいくのかを示
した指針に基づき、市民等が主役のまちづくりを実現するため、協働事業を提案しやすい
環境づくりを進めるなど、市民等との協働による施策や事業などの推進を図ります。

市民参画・市民協働の推進

市民参画と協働の意識醸成と体制づくり

市政への市民参画の推進

協働によるまちづくりの推進

（施策）

（基本事業）
1

2

3
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⑵コミュニティ
　02　地域のまちづくりの推進

～ともに手をとり創るまち～

　現況と課題
１　地方分権社会では、地域のまちづくりは、これまでの一律、平等によるまちづくりから、

各地域の個性を生かした自立的・主体的なまちづくりが求められてきています。
　　このような住民自治の流れが加速するなかで、社会資本整備など行政が行う分野と、市

民がコミュニティ活動として行う分野との役割分担を図るなど、行政と市民が一体となっ
て取り組むまちづくりを推進していくことが大切です。

　　また、近年、地域社会における人と人とのつながりが希薄になってきていますが、住み
良い地域社会を築いていくためには、コミュニティ組織の活動が大切な役割を果たしてい
ます。

２　市民が主体となった住み良いまちづくりを進めていくためには、「自分たちの地域は、
自分たちが考え、自分たちでつくりあげる」という自治意識を高めていくとともに、コミュ
ニティ組織の活性化や、コミュニティ組織と行政との適切な連携や協働が必要です。

３　本市におけるコミュニティ組織としては、各地域に自治会（町内会など）や、地区社会
福祉協議会、婦人会、老人クラブ、自主防災会などがあり、これら団体の連絡調整などを
行う地区自治振興会が市内 14 地区に分かれ、地域の実情に応じた自主的な活動をしてい
ます。また、市内全地区の自治振興会でつくる自治振興連合会では、「鳴門のまつり」な
どのイベント開催や情報交換、研修などを行っています。

　　今後も、地区自治振興会を行政との協働のパートナーとして位置付け、コミュニティ活
動の充実を図るとともに、地域住民のコミュニティ活動への参画意識の醸成を図る必要が
あります。

　基 本 方 針

　まちづくりの担い手である地域住民で構成された地区自治振興会を行政との協働の
パートナーとして位置づけるとともに、地域住民のコミュニティ活動への参画を促す
ことにより、市民と行政との協働を進め、地域住民による住み良い地域づくりを進め
ます。
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　施策体系図

　主要な施策の内容
1　コミュニティ活動の推進
⑴コミュニティ意識の醸成

①市の広報紙や公式ウェブサイトなどを活用し、地域の行事や活動状況などコミュニ
ティに関する情報の発信に努めます。

②体育・文化活動や地域環境美化活動などの地域の行事を促進し、心のふれあいや連帯
感の醸成を図ります。

③市内の主たる祭りの獅子舞や子どもみこしなどを一堂に集め紹介する「鳴門のまつり」
の開催を支援することなどにより、郷土の文化を発展・継承し、郷土意識を培います。

⑵コミュニティリーダーの養成
　地域活動や研修会・講演会などを通じ、コミュニティ活動の推進力となる人材の育成に
努めます。
⑶コミュニティ活動の充実

①地区自治振興会活動の推進を図るため、環境・体育・文化・福祉・安全などの専門部
会活動の育成・強化に努めるとともに、町内会への加入促進を図ります。

②自治振興連合会を中心に研修会や交流会などを開催し、地区自治振興会の活動状況や
運営方法などの情報交換や協力体制を築き上げるなど、活動内容の充実を図ります。

③地域の実情や特色にあわせ、地区自治振興会がまちづくりの各分野で主体的に地域づ
くり事業を実施できるよう情報提供などさまざまな支援を行っていきます。

2　地域づくり活動との連携
　地区自治振興会のほか、地域住民が主体的に取り組むハマボウ・ヒマワリ祭りや友好コ
スモス祭りなどの地域づくり活動を行うさまざまな活動団体とも連携を図りながら、潤い
とコミュニティ意識に富んだ地域社会の実現を図ります。

地域のまちづくりの推進
（施策）

（基本事業）

コミュニティ活動の推進1

地域づくり活動との連携2

友好コスモス祭り 鳴門の祭りで披露された獅子舞
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⑶ボランティア・NPO
　03　ボランティア・NPO法人の活動促進

～ともに手をとり創るまち～

　現況と課題
１　住み良い地域をつくるために、行政だけでなく、ボランティア団体や NPO 法人＊（特

定非営利活動法人）などの社会貢献活動団体によるまちづくりを進めることが必要となっ
ています。

２　市内における NPO 法人は、平成 27 年（2015 年）度末現在で 27 団体、鳴門市ボランティ
アセンターに登録しているボランティア団体は 89 団体と増加傾向にあり、まちづくりの
担い手として大きな役割を果たしています。

３　本市では、平成 16 年（2004 年）12 月、社会貢献活動の促進についての基本理念や市、
市民、社会貢献活動団体、事業者の役割を定めた「鳴門市社会貢献活動の促進に関する条
例」を制定し、ボランティア団体や NPO 法人などによる社会貢献活動を促進し、市民と
行政が連携・協働するまちづくりに取り組んでいます。平成 23 年（2011 年）3 月には、
市民等との協働によりまちづくりを進めることを趣旨とした「鳴門市自治基本条例」を制
定したことから、まちづくりの協働の担い手として、今後ますますボランティア団体や
NPO 法人などの活動が期待されています。

　基 本 方 針

　ボランティア団体や NPO 法人などが主体的に取り組む社会貢献活動に対し、相談
活動や情報提供、活動の場の提供など幅広い支援を行い、市民の手による住み良いま
ちづくり活動の促進を図ります。

　施策体系図

ボランティア・NPO法人の
活動促進

（施策） （基本事業）

ボランティア・NPO法人の活動促進1

コミュニティビジネスの推進2
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　主要な施策の内容
1　ボランティア・NPO法人の活動促進

①社会貢献活動を行っている団体等から相談を受けたり、NPO 法人の設立や運営、ボ
ランティア活動についての相談や支援を行います。

②各種団体との協働により、市民活動交流研修会を開催し、ボランティアや NPO 法人
の活動報告や相互の交流を通して、社会貢献活動の活性化を図ります。

③鳴門市ボランティアセンターや鳴門市ボランティア連絡協議会などとともに、ボラン
ティア団体や NPO 法人の活動内容などを紹介する冊子や情報紙を作成し、広く情報
提供することによって、ボランティア活動の活性化を進めます。

④鳴門市ボランティアセンターと十分な連携を図り、ボランティア活動が自主的・継続
的に展開されるよう、活動の相談、研修、登録あっせん、組織化の推進、保険の加入
などボランティア活動の条件整備を図り、その活動を積極的に支援します。

⑤ボランティア活動の推進にあたる関係機関や団体などが、連携を深めるとともに、情
報交換を行い、ボランティア活動の推進を図ります。

⑥公募提案型補助金制度「WeLove なるとまちづくり活動応援補助金」の活用により、
市民の自発的なまちづくり活動を応援します。

2　コミュニティビジネスの推進
　「地域のさまざまな資源を活かし、地域住民が主体となって地域の課題の解決に取り組
み、ビジネスとして成立させていくことで、地域活性化や住み良いまちづくりにつなげる」
というコミュニティビジネスの意義や手法を市民に周知・啓発し、コミュニティビジネス
を推進することにより、地域の活性化を図ります。

市民活動相談コーナー

イザ！カエルキャラバン！ in 鳴門
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⑷情報の共有化
　04　情報の共有化の推進

～みんなで情報を共有するまち～

　現況と課題
１　市民の市政への参画と協働のまちづくりを推進するためには、市政情報の周知に努める

とともに、市が保有する情報を積極的に公開し、市民と市が情報を共有し、公正で透明性
の高い市政運営を図ることが重要です。また、施策の決定過程などに市民の意見を反映で
きる機会の確保に努めるとともに、計画などに基づき実施された事業の進捗状況や成果を、
わかりやすく市民に公表することにより行政の説明責任を果たしていくことも重要です。

２　市政情報を幅広く周知するため、月１回の広報紙の発行やケーブルテレビやインター
ネットをはじめとする多様なメディアを利用した情報の提供に努めています。今後も多種
多様な方法で市の情報を、わかりやすく市民に伝えることが求められています。

　　議会においても、市議会の活動状況をケーブルテレビやインターネットでの実況及び録
画放送、議会広報の発行及び放送により、わかりやすく市民のもとへ届けられるよう努め
ています。また、市民に開かれた議会をめざし、議会の審査の過程や結果など、その活動
が市民にとってより身近なものとなるよう、なお一層の情報発信が求められています。

３　市は広範囲な市民の個人情報の収集や管理等を行っていますが、近年の情報通信技術の
進歩により、市の保有する個人情報や情報資産の流出が懸念されていることから、個人情
報の厳正な管理、運用や、情報セキュリティポリシー＊の遵守が求められています。

　　現在、情報公開制度及び個人情報保護制度を円滑に運用するために前提となる文書管理
については、全庁的にファイリングシステムを導入し、文書の適正管理を図っていますが、
市民が知りたい情報を速やかに公開し、市民と市との情報共有をより迅速かつ円滑なもの
とするためには、文書の収受や起案、決裁から保存、廃棄に至る一連の文書管理に関する
事務をより迅速かつ効率的に行うことが求められています。また、公文書等の管理に関す
る法律の趣旨をふまえ、コンプライアンス＊の確保及び歴史的公文書の選別や利用促進施
策等を策定していく必要があります。

４　インターネットの普及による情報通信サービスの多様化・大容量化や、平成23年（2011年）
7 月 24 日に行われたテレビ放送の地上デジタル放送への移行などにより、市民を取り巻く
情報通信環境は急速に変化しています。市民等にとって ICT を活用した情報提供や情報の
双方向性を推進するためには、どのような技術を活用するべきか検討する必要があります。

　　また、より効率的な電子自治体の構築をめざすため、平成 29 年（2017 年）度からは
第 5 次鳴門市情報化計画に基づき引き続き取り組みを進めていく必要があります。

５　市の発注する工事や物品等の入札においては、一般競争入札の拡大を図るなど、入札制
度の透明性と競争性の向上に向けた取り組みが求められています。

　　また、同時に市内業者の保護育成の観点から、市内業者の受注機会の確保も求められて
おり、透明性と競争性を確保しつつ、市内業者の受注機会も確保できるような取り組みを
進めていく必要があります。
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　基 本 方 針

　市政運営について、多様な媒体を活用したわかりやすい情報の提供を促進し、保有
する情報を積極的に公開することにより、市民等との情報の共有に努め、さらなる公
正の確保と透明性を図り、市民等が主役のまちづくりの実現をめざします。
　第 5 次鳴門市情報化計画に基づき、急速に進展する高度情報化社会に対応するた
め、より効率的な電子自治体の確立と市民生活の向上や地域活動の活力づくりに向け
た ICT 利活用について検討を進め、ICT による地域活動の促進に努めます。

　施策体系図

　主要な施策の内容
1　広報活動の充実

①読みやすい「広報なると」の紙面づくりやケーブルテレビの特色を生かしたわかりや
すい「テレビ広報なると」の番組づくりに努めます。また、「広報なるとダイジェスト版」
を鳴門教育大学などへ設置し、若者も親しみやすい広報活動をめざすとともに、カラー
ユニバーサルデザイン＊に配慮した紙面づくりや、目の不自由な方のために「広報な
ると」や「市議会だより」を音読する「声の広報」の市公式ウェブサイトへの掲載、「声
の広報」の CD 化といった、障がい者に配慮した広報活動の充実を推進します。

②「広報なると」の市公式ウェブサイトへの掲載や電子メールを利用した広報なるとＥ
メールサービス、ケーブルテレビのデータ放送、庁内設置動画モニターのほか、テレ
ビ広報なるとの内容を動画投稿サイト「You Tube」でも視聴できるようにするなど、
各種メディアを利用した広報活動の充実に努めます。

③職員一人ひとりが積極的に市民等との情報共有化を図り、市民とともに鳴門の魅力を
伝えることができるよう、効率的かつ効果的な戦略的広報活動を推進します。

④パブリシティ＊マニュアルに基づき、新聞やテレビなどパブリシティの積極的活用を
推進し、市民等との情報共有化を促進するとともに、鳴門の魅力の情報発信強化に努
めます。

２　公正の確保と透明性の向上
①公正で透明な市政を実現するため、情報公開制度の周知を図るとともに、公文書の検

索に必要な資料等の充実を図り、市民がわかりやすく利用しやすい環境の整備に努め
ます。さらに、情報公開の前提となる文書管理については、適正な維持管理に努める

情報の共有化の推進

広報活動の充実

公正な確保と透明性の向上

ICTを活用した市民サービスの推進

（施策）

（基本事業）
1

2

3
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とともに、市民と市との情報共有をより迅速かつ円滑なものとするため、文書管理に
関する事務のより効率的な運用に努めます。また、公文書等の管理に関する法律の趣
旨をふまえ、コンプライアンスの確保及び歴史的公文書の選別や利用促進施策等の策
定に努めます。

②市が保有する個人情報を厳正に管理、保護するため、個人情報保護制度の適切な運用
に努めます。また、鳴門市情報セキュリティポリシーを遵守するとともに、市が所有
する個人情報をはじめとするさまざまな情報資産を保護するための環境整備に努めま
す。

③市政運営の透明性の向上を図り市民の理解と信頼を深めるために、市公式ウェブサイ
トでの市長交際費の公開などを進め、市民に提供する市政情報の充実を図ります。

④市民に対し各種媒体を活用した情報提供・情報発信に努め、議会活動の透明性・公開
性を高めるとともに、議会の役割、市民との関係、市長の関係を明確にし、市民との
接点の充実により政策立案能力の向上と市政への監督能力強化を図ります。

⑤事業の実施にあたり目的や目標を市民に明確にしたうえで、成果を検証し、その結果
を市政運営につなげていく行政評価システム＊の効果的な活用に努めます。

⑥計画に基づき実施した計画の進捗状況や成果を、わかりやすく市民に公表するよう努
めます。

⑦市内業者の受注機会を確保した上で、透明性と競争性のある入札制度の推進に努めま
す。

３　ICTを活用した市民サービスの推進
⑴ ICT活用による市民サービスの向上

①市民が日常生活に役立つ情報の取得や情報発信を容易に行うことができるように、
ウェブサイト等のさまざまな情報発信ツールの利活用を進めていきます。

②申請・届出などの電子化を進め、市民が自宅や会社に居ながらインターネットなどを
利用し、オンラインで各種行政手続を行うことができる行政サービスの提供を推進す
るとともに、マイナンバー制度に対応した情報システムの活用により、社会保障や税
制度の効率性を高め、行政運営の効率化を図ります。

③各種アンケート調査・市民意識調査、パブリックコメント＊など、広く市民の声を行
政施策に反映させるため、双方向での情報交流が手軽にできる環境の拡充に努めます。

⑵災害時の迅速な情報提供
　災害等発生時、被害を最小限に食い止めるためには、市民等への迅速な警報・避難情報
等の災害情報を伝達することが不可欠であり、従来から用いられている方法を補う手段と
して ICT を活用した情報伝達手段の検討を行います。また、庁内及び関係外部団体等へ
災害情報を発信し情報共有を図ります。
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⑸行財政運営
　05　効率的・効果的な行財政運営の推進

～持続可能で効率的な地域主権をめざすまち～

　現況と課題
１　本市の財政状況は、歳入においては、人口の減少や地価の下落などにより税収の伸び

は期待できず、厳しい財政状況にある国や県からの支出金等の削減動向についても予断
を許さないなど、これまで以上に財源の確保が困難となっています。また、歳出におい
ては、扶助費の増大や公債費の高止まりなどから義務的経費が増加し、特に、平成 27 年

（2015 年）度の決算額に占める扶助費の割合は 22.5％、財政の弾力性を示す経常収支比
率＊は 93.4％と弾力的な財政運営が困難になりつつあります。今後の財政運営にあたって
は、退職職員の不補充による人件費の削減効果に期待できないことから、事業の効率化に
よる歳出全般の削減と財源配分の重点化、また自主財源の確保に向けた歳入確保の取り組
みをあわせて推進し、財政の健全化を図っていく必要があります。

２　本市は行財政改革の推進を重点課題として位置づけ、平成 27 年（2015 年）度に「鳴
門市スーパー改革プラン 2020」を策定し、全部門の全体最適を考慮しつつ、経営体とし
ての本市の総合力を高めるための取り組みを進めています。国においては、平成 31 年

（2019 年）10 月までの「消費増税再延期の決定」及びデフレ脱却に向けた「1 億総活躍
社会の実現」など、重要課題への取り組みが今後、地域経済や市民生活にどのような影響
を及ぼしていくのか、国や県等の動向を注視しつつ、引き続き適切な行財政運営に努めて
いく必要があります。

　　また、地方公営企業についても、厳しい状況が続いています。モーターボート競走事業
については、これまで一般会計に総額 910 億円を超える額を繰り出すなど、市や地域経
済の発展に大きく貢献してきました。しかし、社会経済情勢の変化などにより、売上は楽
観視できない状況が続いています。経営状況の改善と安定した経営の確立をめざして、平
成 22 年（2010 年）9 月に「経営改革アクションプラン」を策定し、プランに基づいた
取り組みを戦略的に推進した結果、累積赤字を解消し、その後も黒字経営を続けています。
撫養港海岸保全施設整備事業及び本場施設改善にともない平成 26 年（2014 年）度及び
平成 27 年（2015 年）度の 2 年間、本場レースを休催しましたが、平成 28 年（2016 年）
4 月に再開し、平成 28 年（2016 年）7 月には初のＳＧレースを開催しました。平成 28
年（2016 年）度中に「新アクションプラン（仮称）」を策定することとしており、健全
な経営のさらなる安定化を図る必要があります。

３　本市の厳しい財政状況をふまえ、職員の退職者数に対して新規採用数をできる限り抑制
することにより、正規職員の削減を進めるとともに、臨時的任用職員や嘱託員等の活用を
行い、適切な総数管理に努め、人件費や賃金の増加を抑制する必要があります。また、よ
り少ない職員数で増大する行政需要に適確に対応し、効率的に行政施策を推進するため、
平成 25 年（2013 年）3 月に策定した、「第 3 次鳴門市「人財」育成基本方針」に基づき
研修や人事考課制度等の充実を図り、経営資源としての人を体系的・計画的に育てる人事
制度を推進する必要があります。

４　本市の情報システムは、平成 26 年（2014 年）4 月以降全ての基幹業務をオープン化し、
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汎用機システムは全撤去されました。また、マイナンバー制度の導入等により、自治体情
報セキュリティの抜本的な強化の時期を迎えており、セキュアで保障されたＩＣＴ環境を
構築するためにも情報システムの全体最適化を図り、より効率的でより強靭な電子自治体
をめざす必要があります。

５　情報システムの構築においては、その前段において、市の中長期的な戦略との整合性の
確認や、業務分析等による効率化やコスト削減を検討したうえで、全庁的な視点にたった
検討を実施する必要があります。情報システムの構築を行う前に、業務システムの分析を
実施し、市の戦略に沿い、業務効率を向上させ、コストパフォーマンスを勘案しながら最
適な情報システムの配置を行うＩＣＴガバナンスの推進をする必要があります。

６　震災等の災害に備えて、市が保有する情報資産のバックアップが求められており、より
効率的かつ安全にバックアップできる仕組みを検討する必要があります。また、災害に対
して、従来から情報伝達手段として用いられているテレビ・ラジオ等を補うツールとして
ICT を活用し、迅速に警報・避難情報等を伝達することが求められています。

７　市民の生活圏の拡大や高齢社会の進展にともない市町村においては、市町村の枠にとら
われない広域的な取り組みが求められています。本市では県域を越えた広域連携によるま
ちづくりを進めてきましたが、今後も、周辺市町村の状況を見極めながら研究を進めてい
く必要があります。また、「関西広域連合」の動向等を十分ふまえた上で、徳島県との連
携・協力をさらに深め、「四国の玄関口」である本市の個性や特性を存分に活かしながら、
広域連携のさらなる充実を図る必要があります。

　基 本 方 針

　市民が主役の未来へ飛躍する鳴門市をめざして、行財政改革を着実に進めることに
より、「自立的で持続可能な行財政システム」の確立に努めるとともに、広域連携な
どによる効率的な行政運営体制の構築に努めます。
　また、職員数の適正化を進めるとともに、職員数が減少しても行政サービスの維持・
向上を図ることができる人財を育成できる人事管理を推進します。また、ICT の活用
を中心とした全庁的な情報システムの整備を実施し、行政情報の共有化や新たな行政
サービスへの環境整備に取り組み、ICT ガバナンスを推進します。

■職員数の推移（各年４月１日現在） （単位：人）
平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

職員数 712 665 652 635 616 606
対前年比 △ 42 △ 47 △ 13 △ 17 △ 19 △ 10

 （資料：人事課）

■財政関連諸指標の推移（普通会計） （単位：千円、％）

年度 歳入 歳出 実質収支 経常収支
比率＊

実質公債費
比率＊

将来負担
比率

財政力指数
（3 カ年平均）＊

平成23年度 23,607,425 23,050,379 390,209 92.7 15.5 124.3 0.65
平成24年度 22,992,832 22,391,825 471,006 93.1 15.3 124.0 0.64
平成25年度 23,590,926 23,186,442 318,439 94.1 15.5 121.4 0.66
平成26年度 23,758,498 23,004,488 652,558 92.9 15.6 115.3 0.66
平成27年度 25,205,446 24,335,024 575,664 93.4 15.6 109.2 0.66

（資料：財政課）
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　施策体系図

　主要な施策の内容
1　スーパー改革プラン 2020 の推進

　平成 27 年（2015 年）度に策定した「スーパー改革プラン 2020」に掲げた取り組み
項目を着実に推進することにより、公営企業も含めた一体的な行財政改革を推進します。
また、進捗状況や情勢の変化に対応するため適時、計画の見直しを行います。

2　財政の健全化
⑴歳入の確保

①税務行政の公平性、公正性、透明性の原則をふまえ、課税客体の的確な把握と適正な
課税、適切な滞納整理など徴収率の向上を図り、市税収入の安定的な確保に努めます。
また、未課税家屋の調査を行い、適切な賦課を行います。

②超過課税の適用及び法定外税の導入など、市税の増収策について調査研究を行います。
③使用料、手数料等の公共料金は、市民負担の公平確保と受益者負担の観点から利用者

の受益の程度に応じた適正な負担になるよう定期的に見直しを進めます。また、保険
料、各種使用料などの収納率の向上に努めます。

④保有財産については、貸し付けを実施するなどの有効活用を推進するとともに、遊休
状態にあり、かつ処分可能な土地の売却を推進します。また、基金等を活用し、有価
証券等による確実性や効率性に配慮した資金運用を検討します。

⑤ふるさと納税制度の拡充及びわかりやすい寄附金制度の確立に努め、より一層の歳入
確保を図ります。

⑥多様な広告媒体の活用等による税外収入の積極的な確保に努めます。
⑦事業実施に際しては、国・県などの補助金制度等を積極的に活用するとともに、地方

交付税などの財源確保に努めます。市債についても、将来の公債費負担を考慮しなが
ら、その活用を図ります。 

⑵歳出の削減
①厳しい財政状況をふまえ、事業の目的、効果、緊急性を十分検証するとともに、着手

時期や事業規模についても精査を行うことにより、投資的事業の重点化と事業費の縮
減に努めます。

効率的・効果的な行財政運営
の推進

（施策）

（基本事業）

スーパー改革プラン 2020 の推進1

財政の健全化2

行政改革の推進3

適正な人事管理の推進4

ICT を活用した行政運営の推進5

広域行政の推進6
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②特別会計についても健全化措置を実施し、他会計繰出金の負担を抑制します。
③全ての事務事業について、市民ニーズ・社会経済情勢の変化をふまえながら、外部委

託の推進やゼロベースの発想による事業の再構築、事業の選択と集中を徹底するなど、
抜本的な見直しについて取り組みます。

⑶その他の対策
①財源確保のため各種基金や退職手当債などの市債を適切に活用し、安定的な財政運営

に努めます。
②複式簿記の導入など、国の示す統一的な基準による財務書類を作成・活用し、多様な

財政分析を通して適切な把握を行うとともに、財政状況のわかりやすい公表に努めま
す。

⑷地方公営企業の経営の改革
①モーターボート競走事業については、平成 28 年（2016 年）度中に策定する「新ア

クションプラン（仮称）」に基づき、イメージアップ、新規顧客獲得や既存顧客満足
度向上に加え、広域発売の強化のための取り組みを戦略的に実施することにより、健
全な経営のさらなる安定化を図ります。平成 27 年（2015 年）度に日本一コンパク
トなメインスタンドの新築工事は完了しましたが、そのほかに老朽化の進んでいる施
設が残っているため、早期に施設の取り扱いについての方向性を決定します。 

②「上水道」の項（P.169）参照

3　行政改革の推進
⑴民間委託等の推進
　良質かつ効果的な市民サービスを安定的に供給するために、行政と民間との役割分担を
明確化し、「民間でできるものは民間に委ねる」という趣旨に基づき、民営化や民間委託、
指定管理者制度等の導入を推進します。
⑵事務・事業の再編・整理、廃止・統合
　「最少の経費で最大の効果を上げる」という基本原則にたち、事務事業の必要性や効果
などさまざまな観点から積極的に見直しを行い、事務事業の新設、改革改善、再編・統廃
合を図ります。
⑶公共施設等の総合管理の推進
　「公共施設等総合管理計画」に基づき、施設ごとの具体の対応方針を定める個別施設計
画を策定し、「財政負担の軽減」と「安全性の確保と計画的な管理」の視点から、施設の
耐震化・長寿命化・集約による最適化等、持続可能な公共施設等の総合管理を推進します。
⑷市民参画と市民協働の推進
　「市民が主役のまちづくり」の実現に向け、市民と行政の相互理解と信頼関係を深めな
がら、多様化する地域課題の解決に向けた協働の取り組みを推進します。

4　適正な人事管理の推進
⑴職員数の適正化

①厳しい財政状況をふまえ、長期的な視点に立ち計画的に職員採用を抑制し、職員数の
適正化に努めます。

②職員数の削減等に対応できる、簡素で効率的な組織・機構づくりに継続的に取り組み
ます。
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第２章 分野別基本計画

後
期
基
本
計
画（
分
野
別
）

基
本
目
標
１
基
本
目
標
２
基
本
目
標
３

４　おおきく躍動　みんなで創る　まちづくり
4-1　全員参加で創るまち　なると

基
本
目
標
４

⑵多様な雇用形態の有効活用
　臨時的任用職員や嘱託員、再任用職員等についてそれぞれの職の特性に応じて有効活用
し、効果的な事務執行が可能となるよう努めるとともに、すべての職の総数管理を適切に
行い、人件費等の抑制を図ります。
⑶人を育てる人事管理の推進
　第 3 次鳴門市「人財」育成基本方針に基づく研修の推進や人材育成に配慮した人事異動、
高い専門性を備えた職員の養成と基礎的な職務能力の向上につながる研修の実施など人を
育てる人事管理を推進します。
⑷人事考課制度の充実
　人材育成や組織機能の強化等のための信頼性の高い人事考課制度を構築するとともに、
人事考課の結果としての能力・実績の処遇への反映の拡充に向けての取り組みを進めます。

5　ICTを活用した行政運営の推進
⑴行政運営の高度化・効率化

①行政文書の電子化にともない、総合文書管理システムや電子決裁システムの導入に向
け検討を行います。また、オンライン申請に対応するため、公的個人認証サービスの
普及に努めます。

②全庁的な視点から、セキュリティ、ICT 投資、システムの効率化、業務の効率化等を
行い、ICT に関する一元管理体制、内部管理の強化を図るため、ICT ガバナンスを推
進します。

③業務とシステムの関連性を調査し、業務とシステムの両方の視点から全体最適化に向
けた取り組みを行います。

⑵他団体との連携
①事務の効率化・コスト削減等を図ることを目的としたクラウドコンピューティング＊

等の新技術を活用したシステムを、隣接する自治体と連携し検討していきます。
②民間企業とプロジェクトを組織し、情報武装のツールとして開発した「情報システム

資産管理台帳」の整備・充実をし、広く全国の類似自治体等との情報連携を行い、よ
り効率的な情報システムの導入を図ります。

⑶危機管理対応
①市が保有する個人情報や情報資産保護のため、鳴門市個人情報保護条例及び鳴門市情

報セキュリティポリシー＊の適切な運用に努めます。
②震災等の災害に備えて、重要度の高い情報資産のバックアップデータを保管し、迅速

かつ確実に復旧できるよう管理対策に努めます。
③サイバー攻撃が複雑・巧妙化している状況において、情報セキュリティ対策を抜本的

に強化する自治体情報システム強靭性向上事業に取り組み、よりセキュアなシステム
運用環境を構築していきます。

6　広域行政の推進
　新たな広域的行政課題及び広域で取り組むことにより市民サービスの向上や事務の効率
化が図られる事業については、調査・研究を進め、関係自治体との連携・協力体制を確立
します。
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